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 自転車の罰則強化　　ヘルメットの着用　

           ○運転中のながらスマホ
     ６ヶ月以下の懲役 万円以下の罰金又は 10 　ヘルメットを正しく着用し、自分の

 　　　 命を守りましょう。                              
   ○酒気帯び運転及び幇助

    ３年以下の懲役 万円以下の罰金 ３年以下の懲役 万円以下の罰金又は 提供者は、 又は50 50  
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　警 察 官 A（ 大 卒 ）を 募 集 し ま す ! 

 警 察 官 Ａ （ 大 卒 ） の 採 用 試 験 を 行 い ま す 。 受 験 資 格 等 は 次 の と お り で す 。

　警察官Ａ（男性）のみ、警視庁の警察官を第二志望として同時に受験するこ

 とができます（受験資格は警視庁に問い合わせてください 。。）

　 ま た 、 受 験 資 格 等 は 変 更 に な る こ と が あ り ま す の で 、 詳 細 に つ い て は 、

 そ れ ぞ れ の 試 験 案 内 で 確 認 し て く だ さ い 。 　

   受 付 期 間 　 　 ４ 月 ２ ８ 日 （ 月 ） ～ ６ 月 １ ６ 日 （ 月 ）

 　 　 　 ７ 月 １ ３ 日 （ 日 ）第 一 次 試 験

　 　 青 森 市 、 八 戸 市 、 弘 前 市 、 さ い た ま 市  試 験 場 所

      山 火 事 に 注 意 し て く だ さ い !

       １ の 近 く で を し な い こ と 。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　枯 れ 草 や 落 ち 葉 等 た き 火

２ 火 気 の 使 用 中 は 、 を 必 ず 準 備 す る と と も に 、 そ の 場 を 離 れ な い こ と 。 消 火 器 用 の 水 等

                            ３ 火 気 の 使 用 後 は 、 す る こ と 。 　 　 　 　 　 　 　完 全 に 消 火

４ 及 び に は 、 を し な い こ と 。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 強 風 時 乾 燥 時 た き 火 、 火 入 れ

５ は 、 指 定 さ れ た 場 所 で 喫 煙 し 、 は 必 ず 消 す と と も に 、 決 し て は た ば こ 吸 い 殻 投 げ 捨 て

                      し な い こ と 。                          　 　 　 　 　 　

               ６ は 。 ま た 、 さ せ な い こ と 。火 遊 び し な い こ と

         

 　令和６年の春の山菜採り遭難の特徴　
                                ●タケノコ採りの遭難が最も多い

 ●山菜採りの遭難は高齢者が大部分を占める
 ●「道迷い」が圧倒的に多い

 　遭難防止のためのアドバイス　　
 ●山に出かける前に

     体調を確認し できるだけ２人以上で出かける、 。
 ●山に入るとき、山に入ったら

     携帯電話は車に置かず持ち歩く。
 ●万が一、道に迷ったら

日没後は歩き回らず救助を待つ。    


